
金沢市水道給水条例の一部改正（案）について

１ 改正の趣旨 

水道事業における適正な給水を更に推進するため、承認を受けないで給水装置の新設を行った者等に過料を科する規定を整備します

２ 改正の内容 次に該当する場合に過料を科する規定を追加します

３ 今後の予定 令和８年６月１日施行予定

法人等の業務に関して上記違反行為をした場合は、行為者に加えて法人等にも上記過料を科する

次のいずれかに該当する者は50,000円以下の過料に処する

徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料を科する
（※当該５倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする）

給水装置の管理義務を著しく
怠った者

管理者の承認を受けないで、
給水装置の新設、改造、修繕
又は撤去をした者

正当な理由がなくて、量水器
の設置、検針、給水の停止又
は給水装置の検査を拒み、又
は妨げた者

水道料金、加入金又は手数料
の徴収を免れようとして、詐
欺その他不正の行為をした者

詐欺その他不正の行為により
料金等の徴収を免れた者


